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参議院選挙でどうなる、日本の政治

2019.5.19/友愛政治塾

1西川伸一（明治大学）nisikawa1116@gmail.com
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１）参議院は衆議院の「カーボンコピー」なのか

衆議院 参議院

差別化②：記名投票以外の本会
議採決 衆議院は起立、参議院
は押しボタン

差別化①：「堂々めぐり」 衆議院
は時計回り、参議院は反時計回
り→東から西へ？
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差別化③：委員会の採決 衆議院は起立、参議院は挙手

「衆議院法務委員会議録第五号 平成三十一年三月二十二
日二六頁」

「参議院法務委員会会議録第八号 平成三十一年四月十
八日」

○委員長（横山信一君） 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めま
す。

これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入り
ます。

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕

○委員長（横山信一君） 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決す
べきものと決定いたしました。
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さいとう・じゅうろう（1940- ）
参院議員（1972-2004）三
重県選挙区・当選6回；初
当選は補欠選挙 参院議
長（1995-2000）

『斎藤十朗〔元参院議長〕オーラル・ヒストリー』：

斎藤 私と一番気が合う村上〔正邦〕さんが
幹事長で、ちょうどこの頃、「所信表明は、衆
参一本でやるように・・・・・・」ということで、ずい
ぶん動くわけです。しかし、私は絶対駄目だと。
開会式とかは、セレモニーです。しかし、所信

表明を聞くということは議事ですから、それを一
緒にやるということは、それこそ二院制を否定
することになるんです。

参考）むらかみ・まさくに（1932- ）：「参院のドン」

自民党参議院幹事長（1995-1998）
自民党参議院議員会長（1999-2001）
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鈴木〔邦子〕 （参議院の）無用論
につながりますね。

斎藤 「それは駄目だ」と言って、火を消して歩いたんです。過去に
も時々、そういう話が持ち上がっているんです。所信表明は、開会
式とは違うんですから（斎藤 2004：334）

第190回国会開会式
＠2016.1.4参院本会議場

２）ねじれ国会と参院の存在感の上昇
回次 選挙期日 備考

第15回 1989.7.23 ねじれ発生①（宇野首相退陣へ）

第16回 1992.7.26 ねじれ継続→1993.8.9細川8党派連立政権成立でね
じれ解消（ねじれ①期：4年1か月）

第17回 1995.7.23 （村山内閣）

第18回 1998.7.12 ねじれ発生②（橋本首相退陣へ）→1999.10.5小渕自
自公連立政権でねじれ解消（ねじれ②期：1年3か月）

第19回 2001.7.29 （小泉内閣）

第20回 2004.7.11 （小泉内閣）

第21回 2007.7.29 ねじれ発生③（安倍首相退陣へ）→2009.9.16鳩山民
社国連立政権でねじれ解消（ねじれ③期：2年1か月）

第22回 2010.7.11 ねじれ発生④（菅首相退陣へ）→2012.12.26第2次安
倍政権

第23回 2013.7.4 自公圧勝でねじれ解消（ねじれ④期3年）

第24回 2016.6.22 （安倍内閣）

★55年体制成立以
降、4回のねじれ期を
経験（10年5か月）

土井たか子「山が動いた」
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予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
②予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法
律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致し
ないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、
国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆

議院の議決を国会の議決とする。

憲法60条

ねじれ：「本来の関係からずれた状態」

★予算はねじれ国会でも成立可能。条約締結の承認も（61条）。

参考）「ねじれ国会」の初出は1989.7.30『朝日新聞』社説

事例１：衆院の再議決の「復活」
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法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で
可決したとき法律となる。
②衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、
衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、
法律となる。

憲法59条

③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の
協議会を開くことを求めることを妨げない。
④参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休
会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、
参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
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②参院否決→衆院再可決

④参院みなし否決→衆院再可決

参院否決 参院みなし否決 備考

2007 1 0 福田康夫内閣（1951.6以来）

2008 2 2 福田内閣3・麻生内閣1

2009 8 0 麻生内閣8

2013 0 1 安倍内閣

衆院再可決法案件数

★法案には衆院で3分の2以上
の議席が必要（小選挙区制な
ので確保可能）。

→モーターボート競走法

参考）野田内閣の法案修正率（2011年の臨時国会まで）は69.2％
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事例２：問責決議案が可決された大臣の退任

衆議院：内閣不信任決議案可決・内閣信任決議案否決→内閣
総辞職あるいは解散

参議院：問責決議案（個々の国務大臣
に対するもの）可決→？

自身に対する問責決議が参院本
会議で可決され一礼する野田首相
（2012.8.29）

議院の決議なので法的な意味はもたず、
政治的意味をもつだけだが、事実上の
影響力は大きい。

（憲法69条）
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「防衛庁の背任・証拠隠滅事件に絡む額
賀福志郎長官の問責決議が十六日午後、
参院本会議で民主・新緑風会、公明、共
産、社民・護憲連合、自由など野党各会
派の賛成多数で可決された。閣僚に対す
る問責決議が可決されたのは初めてという
事態を受け、小渕恵三首相は同日夕、首
相官邸で額賀長官に当面は証拠隠滅事
件の最終報告のとりまとめに全力を挙げる
よう指示した。首相は最終報告がまとまった

段階で額賀長官を更迭する方針だ」
1998.10.17『朝日新聞』。 ぬかが・ふくしろう（1944- ）
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本会議採決日 問責対象者 役職 備考

1 1998.10.16 額賀福志郎 防衛庁長官 初の問責決議案可決例→のちに辞職；
ねじれ②期

2 2008.6.11 福田康夫 首相 首相に対する初の可決例→のちに辞
職；ねじれ③期

3 2009.7.14 麻生太郎 首相 のちに解散総選挙で敗北；ねじれ③期

4 2010.11.26 仙谷由人 官房長官・法相 のちに内閣改造により退任；ねじれ④期

5 2010.12.9 馬淵澄夫 国交相 のちに内閣改造により退任；ねじれ④期

6 2011.12.9 一川保夫 防衛相 のちに内閣改造により退任；ねじれ④期

7 2011.12.9 山岡賢次 国家公安委員長他 のちに内閣改造により退任；ねじれ④期

8 2012.4.20 前田武志 国交相 のちに内閣改造により退任；ねじれ④期

9 2012.4.20 田中直紀 防衛相 のちに内閣改造により退任；ねじれ④期

10 2012.8.29 野田佳彦 首相 のちに解散総選挙で敗北；ねじれ④期

11 2013.6.26 安倍晋三 首相 現職；ねじれ④期

問責決議案可決例

★ねじれ④期に野党が問責決議案を多用
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事例３：国会同意人事の不同意

国会の衆議院、参議院両院の本会議において同意が必要な行
政機関などの人事。
衆院の優越権がなく両院の同意採決が求められる点で、法律・
予算・条約よりも手続要件が厳しい。
日銀総裁・副総裁・政策委員会審議委員、人事院人事官、会

計検査院検査官など30以上の機関の人事が対象

ねじれ③期： 2008年3～4月には日銀総裁・副総裁人事において、
福田内閣が出した人事案を参院民主党が反対したため20日間の
空白期間が生じた。
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ねじれ④期：2013年、安倍内閣が提示した人事院人事官と会計
検査院検査官の国会同意人事案は、参院において民主党、日本
維新の会、みんなの党など野党による反対多数で不同意となった。

事例４：決算の不承認

決算は国会に提出されなければ
ならない（憲法90条1項）。ただし、
実際には明治憲法時代より、両
院に同時に別個に提出され、両
院が独立、別個に同一の決算を

審議することが慣行になっている。

決算年度 参院本会議
議決日

ねじれ期

1 1990 1993.8.27 ①

2 2006 2008.6.11 ③

3 2007 2009.7.1 ③

4 2009 2011.12.9 ④

「是認しない」となった決算
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「政府の０６年度決算は民主、共産、社民の反対多数で不承認
となった。民主党は税金の無駄遣いが是正されていないと主張。
９３年の９０年度決算以来の参院不承認となった。すでに支出済
みの費用のため、今後の予算執行に影響はない」2008.6.11『朝
日新聞』。

事例５）自民党・参院幹事長を取り込み「党五役」制へ

執行部首脳「党四役」→（1994.2.25役員会）→「党五役」

幹事長・総務会長・政調会長・
参院議員会長

参院幹事長を加える

★衆参両院一体の党運営、国会対策を進めるため
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2018年10月2日に決定した自民党七役 左から：

松島みどり
広報本部長

甘利明
選挙対策委員長

加藤勝信総務会長

安倍晋三総裁

二階俊博幹事長

岸田文雄政調会長

橋本聖子
参院議員会長

吉田博美参院幹事長＠自民党本部総務会室
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３）2019年参院選の展望 ＠「亥年現象」（石川真澄）

出典：内田編（2003：289）、総務省「参議院議員通常選挙結果調」各回次。
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「国会議員の選挙運動を実際に末端で担っているのは、都道府
県議会や市町村議会の議員、それに準ずる地域の世話役たちで
ある。彼らは国会議員候補者たちのために、自分の影響下にある
有権者に投票を働きかける。しかし、その選挙運動は同時に自分
の影響力を保ち、さらに膨らませる機会でもある。現在または将来

の自治体議員らが国会議員の選挙のために走り回る動機のなか
には、「自分自身の運動にもなる」という部分があるとみていい。

ところが亥年には自分の関係する選挙は四月に終わり、そのあと
二ヵ月ほどで参院選となる。参院議員候補者のために働いても、
自分のためになるかどうかを計算すると、次の自治体選挙は三年
一〇ヵ月先で、効果の持続は期待できない。そこで、活動はどうし
ても鈍ることになる。
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一方、有権者のなかには、選挙のたびにいつも地元の世話役から
頼まれた名前を書くことにしている人々がいる。（略）政治や選挙にと
くに関心はなく、地元の世話役のいう通りにしていれば、地域での生
活は無事と思うから、誘われるままにいって投票する。

ところが亥年の参院選では、いつもの世話役が何も言ってこないこ
とがある。世話役がサボるのである。頼まれた名前を書くことにしてい
る人々は、頼まれなければ投票しない。（略）

これが亥年現象の原因である。この場合の世話役＝自治体議員
周辺と一部有権者との関係は、保守系候補の場合に多く見られる
型である。そのため、亥年現象はとくに総保守の得票減に結びつく」
（石川 1995：201-202）。
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★

＠「亥年現象」があてはま
らなかった2007年参院選

政権交代への期待感
→浮動票が民主党に
集まる

「世話役がサボるのであ
る」→「総保守の得票
減」

2019亥年参院選は？
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＠2019年参院選ファンダメンタルズ

2018.7.18改正公職選挙法が成立

①総定数は242人から248人に増員
（沖縄復帰に関連した1970年の改正以来）

②1票の較差是正のため埼玉県選挙区の定数を2増
（1回の選挙では1増）

→1回の選挙では3増（選1・比2）

③比例区定数を4増し（1回の選挙では2増）「特定枠」を設定

→優先的に当選できる；拘束名簿式と非拘束名簿式が混在

★最大較差は福井県と宮城県の間の2.985倍に縮小
（2015年国勢調査）

22
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総務省の説明資料「参議院議員選挙制度に関する公職選挙法改正の概要」

（http://www.soumu.go.jp/main_content/000566100.pdf）

24

「時事ドットコムニュース」

https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_ele
ction-sangiin20181216j-03-w510

特定枠は「候補者とする者
のうちの一部の者」と定めら
れ、具体的に何人までという
規定はない。１人を除いて
特定枠とすれば、全候補者
に順位付けすることもできる。

★拘束名簿式と非拘束
名簿式が混在

なぜ2×2増としたのか：合区で候補者を出せない県を救済する。現行
定数で特定枠をつくると2×2の議員が押し出されてしまう。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000566100.pdf
https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_election-sangiin20181216j-03-w510
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選挙区の定数 定数 選挙区数 都道府県

6 1 東京

4 4 埼玉・神奈川・愛知・大阪

3 4 北海道・千葉・兵庫・福岡

2 4 茨城・静岡・京都・広島

1 32 その他（鳥取・島根、徳島・高知は合区）

＠32の1人区で参院選の勝敗が決まる

2016年参院選実績：野党の11勝21敗

2013年参院選実績：非自民系（岩手・沖縄）2勝、野党29敗

当選者票＜落選者合計票の選挙区

岩手・山形・栃木・山梨・三重・大分のみ ★自民圧勝

26

＠最新の会派別所属議員数

出典：参議院ＨＰ

①自公過半数
割れ：

総定数：
121+124=245

→過半数：123

2/3以上：163

非改選71議席

→改選51議席
以下
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2007年参院選の再現はあるか

自民：改選議席64で当選者37、公明：改選議席12で当選者8

→合計45

出典：http://honkawa2.sakura.ne.jp/5236a.html ；NHK「政治意識月例調査」に基づく

悲観的にならざるを得ない。

28

②改憲発議阻止：

今回改選 今回非改選 合計

自民 66 57 123

公明 11 14 25

維新 9 6 15

合計 86 77 163

2/3未満：162= x + 77 x = 85 → 124（改選議席数）- 85 = 39

★護憲派（立民・共産・社民・国民の一部）で40議席を獲得できる
かが現実的な勝敗ライン

★1人区の野党共闘がカギ

複数人区も共闘を：2016年参院選では4選挙区で次点と次々点
が共産→民進（3）/民進→共産（1）だった。

http://honkawa2.sakura.ne.jp/5236a.html
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